
一般社団法人千葉県トラック協会 重量・鉄鋼部会規約 

 

第１章 総 則 

 
(目 的) 

第１条 本会は一般社団法人千葉県トラック協会における重量品及び鉄鋼品運送事業の

健全な発展向上を図るために必要な専門的事項に対処し、もって産業経済の発展な

らびに公共福祉の増進に寄与すると共に会員相互の連絡協調を図ることを目的と

する。 

(名称、所在及び所属) 

第２条 本会は一般社団法人千葉県トラック協会重量・鉄鋼部会と称する。事務所を一般

社団法人千葉県トラック協会内に置き、総務企画委員会の所属とする。 

 

(構 成) 

第３条 本会は一般社団法人千葉県トラック協会会員で重量品及び鉄鋼品の輸送にたず

さわる輸送事業者をもって構成する。 

 

第２章 事 業 

 
(事 業) 

第４条 本会は第１条の目的を達成するため次の事業を行う。 

１．重量品鉄鋼品輸送に対する諸規制に関する事項 
２．事故防止に関する事項 
３．重量品鉄鋼品輸送の技術開発に関する事項 
４．荷主との折衝に関する事項 
５．関係団体との連絡折衝に関する事項 
６．その他一般社団法人千葉県トラック協会が必要と認める事項 



第３章 役 員 

 
(役 員) 
第５条 本会に次の役員を置く。 
    部会長   １名 
    副部会長  ４名以内 
    委 員  １５名以内 
    監 事   ２名 
 

(役員の選任及び任期) 

第６条 部会長、副部会長及び委員、監事は部会総会において選任する。 
  ２．役員の任期は２年とする。但し再任を妨げない。 
  ３．補欠で選任された役員は前任者の残任期間とする。 

(役員の職務) 

第７条 部会長は本会を代表し会の運営を統括する。 
  ２．副部会長は部会長を補佐し、部会長に支障がある場合は、あらかじめ定めら

れた順位によりその職務を代行する。 
  ３．委員は本会の運営にあたる。 
  ４．監事は会務及び経理の状況を監査する。 
 

第４章 会 議 

 

(会 議) 

第８条 会議は部会総会及び役員会とする。 
  ２．部会総会及び役員会は部会長が招集し議長となる。 

(部会総会) 

第９条 部会総会は通常部会総会及び臨時部会総会とする。 
  ２．通常部会総会は事業年度終了後３ヶ月以内に開催し事業計画等を 

諮る。 
  ３．臨時部会総会は必要により随時開催する。 



(部会総会に付議すべき事項) 

第１０条 次の事項は部会総会の議決を経なければならない。 
  １．本規約の変更 
  ２．役員の選任及び解任 
  ３．事業計画の決定 
  ４．事業報告の承認 
  ５．部会費の額及びその徴収方法 
  ６．その他一般社団法人千葉県トラック協会が必要と認める事項 

(部会総会の議決事項) 

第１１条 部会総会は部会員の過半数の出席により成立し議事は過半数で決する。但

し可否同数の時は議長の決するところによる。 

(役員会の構成と議決方法) 

第１２条 役員会は部会長、副部会長及び委員・監事で構成し、その構成員の過半数

の出席をもって成立し、議事はその過半数をもって決する。但し可否同数の

時は議長の決するところによる。 

(役員会に付議すべき事項) 

第１３条 次の事項は役員会の議決を要する。 
  １．部会総会に提出すべき議案 
  ２．会務の執行に関する事項 
  ３．部会総会で委任された事項 
  ４．本会諸規定の制定及び変更に関する事項 
  ５．その他役員会で必要と認めた事項 

(会員外の出席) 

第１４条 部会長が必要と認めたときは、本会会員以外の関係者に会議の出席を求め

説明または意見を聴取することが出来る。 
 



第５章 会 計 

 

(会計年度) 

第１５条 本会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
(会 費) 

第１６条 会費は各会員毎に年額２０，０００円とし、必要なときは臨時会費を徴収

することができる。 

(特別負担金) 

第１７条 本会の活動に特別の経費を必要とするときは、会員から特別負担金を徴収

することが出来る。 
 
（細 則） 
第１８条 この会則に定めるもののほか、本会の事業運営上必要な細則は役員会の議

決を得て、部会長が定める。 
 
 
 
 

付  則 
 

１．本規約は平成１０年９月１１日から実施する。 
２．平成２５年６月２７日一部改正。 
３．平成２６年４月１日一部改正。 
４．令和８年５月１３日一部改正。 
 
 
 
 
 
 

 
 



千葉県トラック協会重量・鉄鋼部会規約 第１８条に基づく細則 
 

１．慶弔規程 
 

(１) この規程は、部会員に対する慶弔に関する事項を定める。 
(２) 県ト協に届いた訃報等は、部会員に周知する。 
(３) 部会員、部会員の配偶者、父母、子がなくなったときは、弔電・１万円を送る。 
(４) 本規程に定めのない事項については、その都度部会長が決定する。 

 


